
 

平成２８年度第１回独立行政法人造幣局契約監視委員会議事概要 

 

 

開 催 日時 及び 場所 平成２８年６月２１日（火）１０時００分～１１時１０分 造幣局会議室 

 

委 員 松川 正毅 （大阪大学 名誉教授、大阪学院大学法学部 教授） 

        谷口 勢津夫（大阪大学大学院高等司法研究科 教授） 

        伊勢田 道仁（関西学院大学法学部 教授） 

        神部 裕之 （独立行政法人造幣局 監事） 

        初岡 直子 （独立行政法人造幣局 監事） 

 

委 員 長 委員の互選により松川委員が委員長に決定 

 

審 議 対 象 調達等合理化計画について 

        （１）平成２７年度の自己評価の点検 

        （２）平成２８年度の計画策定の点検 
 

個々の契約案件の事後点検【平成２７年度下期（１０月～３月）】 

        （１）新規の随意契約となった案件           １件 

        （２）２か年度連続一者応札・応募契約となった案件   ７件 

           ・うち一般競争入札で一者応札のもの      （５件） 

           ・うち公募で一者応募のもの          （２件） 

        （３）合理化計画の実施状況の点検 

           ・契約全体の一覧表による点検 

        （４）随意契約における予定価格の適正性及び価格合理性の担保に 

係る点検 

・随意契約及び一者応札・応募契約におけるいわゆる落札率 

（契約金額／予定価格）による点検 

 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

        下記のとおり 

 

委員会による意見の具申又は勧告の内容 

        特になし 

 



 

意見・質問 回答 

『調達等合理化計画』について 

 

（平成２７年度の自己評価結果について） 

・「契約金額については予定価格による統制

が十全に行われ…」の文言について、「統制」

という表現だと業者が予定価格を知ってい

てそれに従っているという誤解を招くおそ

れがあるので、「評価基準として適切に機能

している」などの表現の方が適切ではない

か。 

 

（平成２８年度の計画策定について） 

・調達に関するガバナンスの徹底について

は、新たな策定要領の中で示された視点を

盛り込むこととされているが、明示されて

いない。本計画は対外的に公表する計画で

あり、説明責任を十分果たしているとは言

えないことから、きちんと明示すべきでは

ないか。 

 

 

 

『個々の契約案件の事後点検』について 

 

（新規の随意契約となった案件） 

・随意契約のチェック体制として行われて

いる契約審査専門官による審査は、新規契

約だけではなく、継続の場合も行われるの

か。 

 

（２か年度連続一者応札・応募契約となっ

た案件） 

・一者応札が減ってきているということは

評価できるが、貨幣材料の調達は、今後、更

に貨幣の製造枚数が減少していくと、業者

 

 

 

・ご指摘のとおり、統制という言葉の位置

づけについては検討したい。 

※主務大臣には「設定した予定価格の範囲

内で、かつ予定価格から大きく乖離してい

ない価格 （契約金額）により契約が行われ

ていることが確認でき…」と表現を訂正し、

委員の了解を得たうえで提出。 

 

 

・ご指摘を踏まえ、調達に関するガバナン

スの徹底については、体制の整備や取組内

容のほか、示された視点として当局の調達

システムについての解説的なものを本計画

に明記する。 

※主務大臣には「新たな策定要領の中で示

された視点」を追記し、委員の了解を得た

うえで提出。 

 

 

 

 

 

・新規・継続にかかわらず、契約締結毎に

契約審査専門官が審査を行っている。 

 

 

 

 

 

・調達等合理化計画にも掲げているが、貨

幣材料を安定的に調達するため、サプライ・

チェーンの維持・拡大に配慮しつつ、落札



にとっては魅力がなくなり契約そのものを

維持していくことが課題となる。コスト削

減や効率化を図り過ぎた結果、業者が皆無

にならないよう、十分バランスを考えて取

り組む必要があるのではないか。 

 

・システムの年間保守の場合、他に競争性の

ある者が実質いないのならば、契約期間を

長くするなど年間的なコスト安になる工夫

が考えられるが如何か。 

 

 

 

 

 

 

 

（合理化計画の実施状況の点検） 

・契約一覧表の「予定価格」欄について、公

表しないとしているものが多いが、公表の

是非はどのように区分されているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

・今の質問に関連するが、一つ類似する契約

があるとなると、留めなく広がっていく可

能性がある。保守業務とか、部品の交換作業

とか、わりと個性の強そうなものが、「同種

の他の契約の予定価格を類推させる恐れが

あるもの」となって非公表となっている。こ

の表では全体的に個別の精査を行っている

のか、見えてこない（前回の委員会において

検討事項となった「予定価格欄の表現につ

率の分析等を通じ、価格合理性の担保を図

るなど、合理性、透明性の確保に注力する

こととする。 

 

 

 

・システムについては、長期間の保守契約

を結ぶと、契約期間中にシステムの改修・

改造をした場合、保守の範囲も変更され、

その都度保守契約の変更も生じることとな

る。契約の変更を繰り返すと透明性に欠け

る部分も出てくるので、年間保守とするこ

とでその都度クリアにしたいと考えてい

る。また、年間保守としていく方が価格的、

内容的にも合理的であることが経験的に分

かっている。 

 

 

・「公共調達の適正化について」（平成 18年

8 月 25 日付財計第 2017 号）という財務大

臣通達があり、これに基づき契約の情報を

公表している。予定価格については公表し

たとしても「同種の他の契約の予定価格を

類推させる恐れがないと認められるもの」

「国の事務事業に支障を生じる恐れがない

と認められるもの」に限って公表すること

とされている。 

 

・「同種の他の契約の予定価格を類推させ

る恐れがあるもの」などの文言に関しては、

先ほどの通達により変えることは難しい

が、例えば、何回か継続して行っているよ

うな契約の場合では、備考欄に、それが分

かるような記号を記載することはできるの

ではないかと考えている。 

 

 



いては分かりやすい情報の開示の仕方を検

討したい。」の回答を含む。）。 

 

（随意契約における予定価格の適正性及び

価格合理性の担保に係る点検） 

・いわゆる落札率（契約金額／予定価格）の

レンジについて、８０％未満は１０％刻み

でも良いが、該当案件が集中する８０％台

以上はもう少しレンジを小刻みにしていた

だけないと、何もチェックできないので工

夫いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

・予定価格を公表していない背景があり、

あまり刻みを細かくすると予定価格が類推

されることになりかねないが、１０％毎の

区切りは少し粗いとも考えられるので、も

う１レンジくらい細かく試しに区切ってみ

ることについて次回の資料でカバーできる

範囲かどうか確認も含め検討する。 

 

 


